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陵 慮医学会平成17年 度庶務 ・会計報告

　平成18隼2月15日(水)慶 晦義塾大学病院新棟11階 第五会議室において17時 より理事会 ・評議員会が開かれ,

平成17年 度庶務 ・会計決算報告ならびに平成18年 度予算が承認された.

　承認事項は下記の通 りである.

○会費:年 額5,000円(た だし,無 給教員と大学院生は31000円)

O平 成17年 度 庶 務 報 告(平 成17年1月1日 ～12月31日)

　 会 　 　 員:2.737名(学 内854名,学 外1.873名,海 外10)

物故会員=計7名

総 　 会:(第85回)平 成17年u月U日(金)且5時 開会

　　　　　シンポジウム 『医療提供体制の改革』を開催 した.入 場者数約150名

例　　会　 56回(平 成17年1月1目 ～12月31日)

理事会 ・評議員会:平 成17隼2月14田(月)〈 平成16年 度決算報告〉

　　　　　　　　 平成17年10月31日(月)〈 平成17年 度中間報告〉

編集会議:年6回 開催

雑　　誌:『慶慮医学』第82巻1号 ～4号 まで発刊

○平成IB年 度事業計画(平 成is年1月1日 ～12月31日)

　 i)学 術雑誌 『慶慮医学』編樂発行

　 2)慶 曄医学会総会(平 成18年11月10日 予定)

　 3)慶 慮医学会例会,年 約50回 開催(慶 慮医師会 ・THE　KEIO　 JOURNAL　 OF　MEDICINEと 共催)

　 4)理 事会 ・評議員会,毎 年2回(中 聞轍告 ・決算報告)開 催

　 5)定 例編集会議,必 要に応 じて開催
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○平成17年 度会計決算報告(平 成17年1月i日 ～12月31日)

収入の部 支出の部

勘定科目 予算(A) 実 績(B) 差額(B)一(A) 勘定科目 予算(A') 実績(B') 差 額(B')一(A')

補助金収入 1,600,000 1.600ρ00 0 原穐費 900,000 477,773 D　 422.227

会費収入 10,600,000 n,009,000 sos,oao 査読費 250,000 zsasai 3&881

広告料収入 soo,ooo S12,720 0　 　87,280 論文掲載補助費 aao,ooo 1,170,000 330,000

掲載料収入 5,000,000 7,711,611 2,711,611 業務委託買 1,535,000 1,534,627 D　 　　 373

雑収入 50,000 188,539 138,539 印刷費 9,000,000 10,978,678 1,978,678

仮受金叫 64,000 発送買 940,000 1201,370 26且,370

会議費 35,000 33,005 △ 　 　 　且.995

学会費 z.aoo.ooo 1,598,946 △ 　 701,054

那務費 900,000 868,04] △ 　 　31,959

備品盟 50,000 0 △ 　 　50.000

予備費 1,000,000 0 D1,000,000

当期収入含計 17,750,000 21,085,670 3,335,870 当期支出合計 17,750,000 18,151,321 401,321

前期繰越額 25,567,694 25,567,694 0 当期収支差額 a 2,934,549 2,934,549

収入合計 43,317,694 46,653,564 3,335,870 次期繰越収支差額 25,567,694 28,502,243 2,934,549

宰1　 K]M会 費・慶晒医学会会費誤請求入金分

○平成18年 度予算(平 成18年1月1日 ～12月31日)

1　　　　　　　　　 収入の部 支出の部

勘定科目 平成16年 凌予鼻 平成17年 度 予算 勘定科目 T成is年 度予 算 平成17年 度予算

補助金 1,600,000 1,600,000 原稿費 900,000 900,000

会貿収入 iosoo,ooa 10.ioo,ooa 査読費 250,000 250,000

広告料収入 soo.ooo 500,000 論文婚載補助買 840,000 840,000

掲載料収入 5,000,000 5,500,000 業拷委託魁 1,535,000 1,535,000

雑収入 50,000 so,ooa 印刷貿 9,000,000 9,000,000

発送盟 sao,ooo 940,000

会鵠質 35,000 35,000

学会費 2,300,000 z,zoo.ooo

耶務費 soo.ooa 900,000

備品質 50,000 50,000

1 予備盟 1,000,000 i.aoo.ooo

当期収入計 17,750,000 17,750,000 当期支出計 17,750,000 17,750,000

前期繰越収支差額 26,104,446 25.9A3.979 次期繰越収支差額 26,104,446 25,943,979

1合 　 計 43,854,446 43,693,979 合　　計 43,854,446 43,693,979

寧平成18年 度収入の部の前期繰越収 支差額 は決算見込 み数字 とする.
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○慶癒医学会役員

　(任期:平 成17年1月1日 ～平成18年12月31日)

　会　　長　 池田　康夫

　理 事 相機 貞和(副 会長)

　　　　　　 岡田　保典(会 計担当)

　　　　　　 末松　　誠(渉 外担当)

　　　　　　 戸山　芳昭(総 務担当)

　監　　事　 鹿島　晴雄

　　　　　　 村井　　勝

　編集委員　 林　　松彦(編 樂委員長)

　　　　　　 上田　政和

　　　　　　 梅澤　明弘

　　　　　　 斎藤　英胤

　　　　　　 村田　 満

　　　　　　 村松　太郎

　　　　　　 饗庭　　了

○評議員

　(任期=平 成17年1月1日 ～平成18年12月31日)

　　小川　　聡

　　小林　紘一

　　末舛　悪一

　　武田　純三

　　比企　能樹

　　矢部　　裕

○慶億医学会会則(昭 和59年11月 改訂)

第1条:本 会は慶晦医学会と称する.

第2条:本 会の目的は医学の進歩と啓発を図るにある.

第3条1本 会は慶癒襲塾大学医学部の出身者,関 係者な

　　　　らびに本会の目的に賛同する医師およびその他

　　　　の者で組織する.

第4条:本 会に会長1名,副 会長i名,理 事若干名を置

　　　　く.会 長は医学部長があたり,理 事は評議員の

　　　　選挙により,ま た副会艮は理事の互選により決

　　　　める.副 会長と理事の任期は2年 とする.但 し,

　　　　重任を妨げない.

第5条:本 会に監事2名 を置く.監 事は会長が指名 し,

　　　　任期は2年 とする.

第6条:本 会に評議員若干名を置 く.評 議員は会長が委

　　　　嘱 し,任 期は2年 とする.

第7条:本 会の事務所は慶慮義塾大学医学部内に置 く,

第8条:本 会は毎年1回 総会を開 き,ま た随時例会を開

　　　　く.本 会の会員,あ るいは理事会が承認 した者

　　　　でなければ本会の主催する諸学会で研究業績を

　　　　発表することが出来ない.

第9条:本 会は学術雑誌 『慶慮医学』を刊行して会員に

　　　　無料で配布 し,ま た有料で会員以外にも頒布す

　　　　る.

第10条:本 会の経費は会費,そ の他の収入を当てる.会

　　　　艶の額は理事会および評議員会において決定 し,

　　　　総会の承認を受ける.

第11条:本 会の会計年度:は毎年1月1日 から始まり,同

　　　　年12月31日 に終る.

第12条:理 事は毎年度の収支決算書を作成 し,監 事の監

　　　　査を受けたのち,評 議員会の承認を経て総会に

　　　　報告 しなければならない.

第13条:本 会則は総会の決議を経なければ変更すること

　　　　が出来ない.
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